
 

八戸市こども計画（案）へのパブリックコメントの結果について 
 

 

 

１．募集期間  令和８年１月６日（火）から２月５日（木）まで 

 

２．募集方法  市ホームページのほか、市庁本館・別館案内、こども未来課（市庁別館２階）、 

南郷事務所、各市民サービスセンター、各地区公民館に計画（案）及び計画の 

概要について、意見提出様式を設置した。 

 

３．提出方法  電子メール、郵送または持参、FAXによるものとし、提出者の氏名、住所、電 

話番号の明記を条件とした。 

 

４．募集結果  意見数：２件 

№ 意見内容（概要） 対応方針（案） 

１ 

八戸市こども計画（案）ページ番号 33 

②こども・若者のために八戸市でどのようなこ

とでお金を使ってほしいか。 

 

大小さまざまな公園等あるが、施設の老朽

化、遊具の破損等、多々見られ、人（こども）

が集まらない、活気が感じられないのが現状。

防犯面等も考慮した上で、各地区に一つは整備

してほしい。 

 既に計画に記載している事業の進め方に関

する意見のため、掲載内容の修正は行わないこ

ととします。 

公園の維持管理については、地域住民や町内

会等の声を聞きながら、順次、必要な整備を進

めております。頂いた意見を踏まえ、今後も計

画的な公園整備を進めてまいります。 

【掲載箇所】 

○計画本文 P44 基本目標２ 具体的施策(１) 

 地域にある公園、小・中学校施設の整備等、

安全・安心で充実した生活環境を整備していき

ます。 

○事業一覧 P7 事業№61 

 市民で賑わう公園魅力向上事業 

２ 

八戸市こども計画（案）ページ番号 48 

令和６年（2024年）の民法改正による共同親

権導入を踏まえ、八戸市こども計画に共同親権

を選択した家族への具体的な支援策を追加し

てください。具体的には、既存の親子交流（面

会交流）支援事業を活用・拡充し、離婚後の親

子交流を促進する仕組みを組み込むことです。

例えば、事業の対象を共同親権家庭に拡大し、

月１回の交流支援を標準化したり、相談窓口を

増設したりする。加えて、共同親権の啓発セミ

ナーや養育合意書の作成支援を計画に明記し、

市の施設（こどもはっち・はっち）での運用を

強化してください。 

共同親権は両親の継続的な関与によりこど

もの健全な成長を支えますが、運用上の課題

（例: 交流調整の難しさ）が生じやすいため、

市レベルの支援が不可欠です。八戸市の親子交

流支援事業は既に離婚後の面会交流を無料で

支援しており（対象:18 歳までの子ども、父母

合意必須、月１回最大１年）、これを基盤に共同

親権家庭向けにカスタマイズすれば、計画の

「子育て支援の充実」に寄与します。全国的な

共同親権導入の流れに沿い、多様な家族形態に

対応した体制づくりを実現できます。参考とし

て、法務省の関連資料も活用可能です。 

既に計画に記載している事業の進め方に関

する意見のため、掲載内容の修正は行わないこ

ととします。 

親子交流支援事業については、親権に関わら

ず、父母間の様々な事情で、自分達だけでは親

子交流（面会交流）を実施できない場合に、市

が支援する事業として実施しております。頂い

た意見は、今後の子育て家庭支援策の検討にあ

たり参考といたします。 

【掲載箇所】 

○計画本文 P48 基本目標４ 具体的施策(２) 

 離婚後の生活と養育の安定につながるよう、

養育費の履行確保のための相談体制を整える

とともに、こどもの健やかな成長のため、親子

交流を支援します。 

○事業一覧 P17 事業№144 

 親子交流支援事業 

 

令和７年度第５回 

八戸市子ども・子育て会議 

資料１ 


